
皆さまの資産づくりをお手伝い！毎月一定額をお積み立て。

皆さまの暮らしを豊かにする、様々なサービスがついてくる！

合併15周年記念

おかげさまで、
　　　　　　は合併15周年！おかげさまで、
　　　　　　は合併15周年！
皆さまへの感謝の気持ちを込めて、期間限定の特別商品をご案内いたします。

定期積金定期積金
● 個人のお客さま　限定
● 毎月の掛金　10,000円以上（10,000円単位）
● ご契約期間　5年（払込回数 60回）
● 払 込 方 法　普通預金等からの自動振替のみ

ライフサポートサービスライフサポートサービス

宿泊施設、ゴルフ場、レジャー施設、ショッピング・
レストランといったリゾートメニューなどを、割引
価格にてご利用いただけます。

セカンドオピニオンサービス、24時間電話健康
相談サービス、糖尿病臨床医紹介サービスおよび
軽度認知障害スクリーニングテストを無料でご利用
いただけます。

サービス提供会社：リソルライフサポート株式会社

健康関連サービス健康関連サービス
サービス提供会社：ティーペック株式会社

※ご契約いただいた方には、サービス利用のための会員証を発行いたします。　※サービス内容の詳細につきましては、別添のご案内チラシをご覧ください。
※上記のサービスは、それぞれサービス提供会社が実施するものであり、青い森信用金庫が提供するものではありません。

※期間中に募集契約額に達した場合、取扱いを終了させていただくことがございます。

本商品の詳しい内容は、裏面をご覧ください。
ご質問・ご相談など、お近くの〈青い森信用金庫〉窓口・渉外担当へお気軽にお問い合わせください。

サポート定期積金
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R2024-57有効期限：2025年3月31日

だんらん積金



しんきんファミリーサポート定期積金（愛称：だんらん積金）
合併15周年
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2024年8月1日（木）～2025年3月31日（月）　　　•期間限定商品

定期積金契約　5年（60回）

20億円（契約額）　　但し、期間中であっても募集契約額に達し次第取扱いを終了させていただきます。

満期日以後に一括して給付契約金を支払います。

掛金10,000円以上（10,000円単位）
毎月一定額を定められた日に払い込みいただきます。（ボーナス月など特定月に増額することはできません。）
※掛込金額が毎月10,000円超であっても、提供されるサービスは掛込金額が毎月10,000円の場合と変わりません。

固定金利。契約時に証書に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
給付補てん金は満期日以後に一括して支払います。
給付補てん金は、付利単位を1円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。

給付補てん金には20％（国税15％、地方税5％）の税金がかかります。
　※2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、
　　20.315％（国税15.315％、地方税5％）の税金がかかります。

定期積金規定に基づき、解約日までの期間に応じた中途解約利率により計算した利息とともに支払います。
　•初回払込日から解約日までの期間が１年未満の場合　「解約日における普通預金利率」
　•初回払込日から解約日までの期間が１年以上の場合　「約定年利回り×60％」

苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺い、内部調査を行って事実関係を把握したうえで、営業店、
関係部署とも連携を図り、迅速・公平かつ適切にお申し出の解決に努めております。
苦情は、当金庫営業日（9時～17時）に営業店または地域支援室（フリーダイヤル：0800-080-5100）にお申し出
いただくか、当金庫ホームページからのお問い合わせをご利用ください。

当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日に上記地域支援室または全国しんきん相談所（9時～17時、電話：
03-3517-5825）にお申し出があれば、東京弁護士会（電話：03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話：
03-3595-8588）、第二東京弁護士会（電話：03-3581-2249）の仲裁センター等にお取次ぎいたします。
また、お客様から各弁護士会に直接お申し出頂くことも可能です。

•払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り（1年を365日
とする日割計算）の割合による遅延利息をいただきます。

•満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
•預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
　（当金庫に複数の口座がある場合にはそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。）

•ライフサポートサービス（提供会社：リソルライフサポート株式会社）
　ホテル・旅館・保養所・ゴルフ場等の同社直営施設を中心としたリゾートメニューなどの割引　等
•健康関連サービス（提供会社：ティーペック株式会社）
　ベストホスピタルネットワークサービス、24時間電話健康相談サービス、糖尿病臨床医紹介サービス
　および軽度認知障害スクリーニングテストの無料利用
※詳しいサービス内容については、別途資料をご覧ください。
※定期積金申込時に、サービス利用同意書にも記名捺印等をしていただきます。

2024年8月1日現在

普通預金等からの自動振替により掛金を払い込みいただきます。
定期性総合口座の担保定期積金に組入れすることはできません。






